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1 重要事項説明書 

 

１．事業所の概要                                

事 業 所 名  訪問看護ステ－ション くずの葉 

所  在  地  栃木県佐野市葛生東１-１５-６ 電 話 番 号 0283-85-8107 

提 供 サ － ビ ス  訪問看護サービス 事業所番号 0960490068 

サ－ビス提供地域 佐野市 管  理  者 川俣 友紀 

 

２．事業の目的と運営方針 

事 業 の 目的 

 訪問看護事業の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、医師が訪

問看護及び介護予防訪問看護（以下「訪問看護」という。）の必要を認めた利

用者に対し、適正な訪問看護を提供することを目的とする。 

運 営 方 針 

 看護職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう療養生

活を支援し、心身の機能維持回復を目指して支援する。 

 

３．職員体制 

職     種 人  員 職 務 の 内 容 

管  理  者 １ 名 業務管理・介護・看護業務 

看 護 職 員 ２．５ 名以上  看護・介護業務 

 

４．営業時間及び休日 

営 業 日 
日 月 火 水 木 金 土 祝 その他年間の

休  日 

８月１３日～１６日 

１２月３１日～１月３日 休 〇 〇 〇 〇 〇 休 休 

営業時間 
平 日   ９時００分～１７時００分 

備 考 ２４時間連絡体制可能 

 

 

５．緊急時の連絡先 

事 業 所    ０２８３－８５－８１０７ 

携帯電話 ０８０－２１４０－８８３３ 

＊２４時間いつでも連絡がとれる体制を設けております。 

＊病状の急変等お急ぎの場合は直接主治医へご連絡ください。 
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2 サ－ビス内容説明書 

 

１．看護サ－ビスの日程 

 

御利用日 

訪 問 日 

月  火  水  木  金  土  備   考 

       

時 間 帯 ：  ～  ： 

 

２．サ－ビス内容 

病状・障害の観察 体温・血圧・脈拍・呼吸など 

看護・介護技術の実施と指導 清拭・入浴・洗髪・排泄の援助・体位交換・体位保持・食事介助など 

医 療 的 処 置 の 実 施      

管理・指導 

チュ－ブ類の管理・医療機器、器具使用者の方の管理・床ずれ、創傷

の処置と管理・その他医師の指示による処置、検査など 

リハビリテ－ション 日常生活動作の訓練、指導・関節拘縮予防など 

主治医への連絡調整  

介護の相談  

終末期の看護  

１ 訪問看護の提供にあたっては、懇切丁寧に行い、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項

について、理解しやすいように指導説明し、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介

護状態となることの防止になるよう、適切にサ－ビスを提供いたします。 

２ 訪問看護の提供開始に際しては、主治医の文書に従います。 

３ サ－ビスの提供は、主治医の指示書や利用者の状況に応じ訪問看護計画書を作成し、利用者の機

能の維持回復を図るよう適切に行います。 

 

３．サ－ビスの記録等 

１ 訪問看護計画書の制作に当たっては主要な事項については利用者又は家族に説明し、同意を得、

利用者に交付いたします。 

２ 提供した訪問看護に関しては、利用者の健康手帳等に医療の記録に必要な事項を記載し、訪問日、

提供した内容等を記載した訪問看護報告書を制作し、利用者に説明いたします。 

３ 主治医に対し訪問看護計画書.・訪問看護報告書を提出いたします。 

４ 訪問看護のサ－ビス記録を整備し、その完結の日から２年間保存し利用者の求めに応じて閲覧す

ることが出来ます。 
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４．利用料及び支払方法 

 

＜利用料＞ 

介護保険からの給付サ－ビスを利用する場合は、原則として指定居宅サ－ビス介護給付費または、    

指定介護予防サ－ビス給付費の単位数１単位１０円の１割（２割負担）＜３割負担＞です。 

   ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサ－ビス利用は全額自己負担となります 

 

内      容 

単 位 数 

（２割負担）＜３割負担＞ 
 

介 護 予 防  

訪問看護Ⅰ1 ２０分未満 

３１４単位 

（６２８単位） 

＜９４２単位＞ 

３０３単位 

（６０６単位） 

＜９０９単位＞ 

 

 

訪問看護Ⅰ2 ３０分未満 

４７１単位 

（９４２単位） 

＜１４１３単位＞ 

４５１単位 

（９０２単位） 

＜１３５３単位＞ 

 

訪問看護Ⅰ3 ３０分以上１時間未満 

８２３単位 

（１６４６単位） 

＜２４６９単位＞ 

７９４単位 

（１５８８単位） 

＜２３８２単位＞ 

 

訪問看護Ⅰ4 １時間以上１時間３０分未満 

１１２８単位 

（２２５６単位） 

＜３３８４単位＞ 

１０９０単位 

（２１８０単位） 

＜３２７０単位＞ 

 

※ 准看護師につては基本療養費の９０／１００ 

※ 早朝（午前６時から午前８時）、夜間（午後６時から午後１０時）の訪問 ２５％増 

※ 深夜（１０時から午前６時まで）                   ５０％増 

 

 

 

長時間訪問看護加算 １時間３０分以上     １回につき 

３００単位 

（６００単位） 

＜９００単位＞ 

 

 

複数名訪問看護加算（Ⅰ） 

２人以上の訪問看護３０分未満 

２５４単位 

（５０８単位） 

＜７６２単位＞ 
 

２人以上の訪問看護３０分以上 

４０２単位 

（８０４単位） 

＜１２０６単位＞ 
 

緊急時訪問看護加算Ⅱ 

（月１回） 
２４時間連絡体制 

５７４単位 

（１１４８単位） 

＜１７２２単位＞ 
 

特別管理加算（Ⅰ）（月１回） 
在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状

態や留置カテーテル等を使用している状態 

５００単位 

（１０００単位） 

＜１５００単位＞ 
 

特別管理加算（Ⅱ）（月１回） 
在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や

真皮を越える褥瘡の状態 

２５０単位 

（５００単位） 

＜７５０単位＞ 
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タ－ミナルケア加算 タ－ミナルケア 

２５００単位 

（５０００単位） 

＜７５００単位＞ 
 

退院時共同指導加算 

病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中

若しくは入所中の者に対して、主治医等と連

携して在宅生活における必要な指導を行い、

その内容を文書により提供した場合 

６００単位 

（１２００単位） 

＜１８００単位＞ 
  

初回加算Ⅰ（月１回） 

新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し

て、病院、診療所から退院した日に訪問看護

を提供した場合 

３５０単位 

（７００単位） 

＜１０５０単位＞ 
 

 

 

 

初回加算Ⅱ（月 1 回） 
新規に訪問看護計画を作成した利用者に対し

て、初回の訪問看護を提供した場合 

３００単位 

（６００単位） 

＜９００単位＞ 
  

サービス提供体制強化加算Ⅰ 

訪問看護ステーション等が提供するサービス

の質を上げるための取り組みを行っているこ

とを評価する加算 

６単位 

 （１２単位） 

＜１８単位＞ 
  

看護体制強化加算Ⅱ（月 1 回） 

（体制により加算の有・無が 

変動） 

訪問看護・介護予防訪問看護において、高度

な医療を望む利用者に対する訪問看護体制を

整え、提供した場合に算定する加算 

２００単位 

（４００単位） 

＜６００単位＞ 
  

 

 

＜その他利用料＞ 

その他の 

費 用 

交通費 佐野市以外の方 ５０円／ｋｍ   

材料費 おむつ・衛生材料・介護用品 実 費 

エンゼル料 エンゼル料金 １１，０００円  

 

 

＜支払方法＞ 

  毎月１０日前後に請求書を担当看護師がお届けいたします。直接お支払いください。 

 

＊ 病状の変化により医療保険への変更する場合があります。この場合は医療保険に基づいて請求 

させて頂きます。 

 

 

5．担当職員 

担当訪問看護師  

上記の責任者  

＊ サ－ビスについての御相談がある場合には、どんなことでも担当職員に遠慮なく質問して下さい。 
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６．担当職員の変更 

１ 利用者はいつでも訪問看護の担当者の変更を申し出ることが出来ます。その場合、当事業所は、訪問

看護サ－ビスの目的に反するなど変更を含む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。 

２ 当事業者は、担当の訪問看護職員がやむをえない理由がある場合に限り、担当の看護職員を変更する

ことがあります。その場合は、事前に利用者の了解を得ます。 

 

 

７．要望及び苦情の相談 

 サービスに関する相談及び苦情についての窓口 

相談窓口 

事業所窓口 

栃木県佐野市葛生東１-１５-６ 

訪問看護ステ－ション くずの葉 

電話  ０２８３－８５－８１０７ 

市町村窓口 

栃木県佐野高砂町１ 

佐野市役所 介護保険課 

電話  ０２８３－２０－３０２２ 

栃木県国民健康保険団体連合会 

栃木県宇都宮市本町３－９ 

電話  ０２８－６４３－２２２０ 

 

 

８．緊急時・事故発生時の対応方法 

   サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合（その他必要な場合）は、速やかに主治医、   

救急隊、居宅介護支援事業所、市町村への連絡を行う等の必要な処置を講じると共に、利用者が予め  

指定する連絡先にも連絡いたします。 

 

 

９．キャンセル料 

   キャンセル料は無料とします。ただし、原則としてサ－ビス提供日の２日前までにキャンセルを申し

出てください。 

 

 

１０．情報開示 

   訪問看護ステ－ションくずの葉の利用にあたり、利用者又は扶養者、若しくは家族等に関する情報を､

介護保険サ－ビス利用のため､又は適切な在宅療養のために市町村､居宅介護支援業者その他の介護保険

業者､医療機関に情報開示させて頂く場合があります。 

 

 

１１．非常災害時の対応  

    地震・風雪水害などの自然災害発生や訪問できない何らかの災害が発生した場合または警報などが発

令された場合には予定されている訪問を急遽、取り止める場合があります。その場合、連絡手段が確保

できた時点で連絡をいれさせていただきます。 
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 令和  年  月  日 

 

当事業者は、訪問看護ステ－ションくずの葉の利用開始にあたり、□利用者、□利用者の家族等に対し

て重要事項説明書及びサ－ビス内容説明書に基づいて説明しました。 

 

                 事業所    住所  栃木県佐野市葛生東１－１５－６ 

                        名称  訪問看護ステ－ション くずの葉 

 

                        説明者              印 

 

 

利用者及び利用者代理人は、訪問看護ステ－ションくずの葉の利用にあたり、重要事項説明書及びサ－

ビス内容説明書に基づいて説明を受けました。 

 

私は、緊急時訪問看護加算を （ 希望します ・ 希望しません ） 

 

これらを十分理解したうえ訪問看護ステ－ションくずの葉の利用を同意します。 

 

 

                利用者       住所  

  

                          氏名               印 

 

利用者の家族    住所  

代 理 人 

               （ 続 柄     ）氏名               印 
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利用者のみなさまへ 

個人情報保護のお取扱いについて 

社会福祉法人 恵明会 

訪問看護ステーション くずの葉 

 

 本ステーションは、在宅で医療や介護を受けながら生活をされている利用者への訪問看護の

提供を通して、個人情報を取得し保有させていただいております。この書面は、利用者様の個

人情報の保護とお取扱いにつきまして、個人情報保護法の趣旨に従い説明するものです。 

 

１．個人情報に対する本ステーションの基本的姿勢 

  本ステーションは、個人情報保護法の趣旨を尊重し、「個人情報保護方針」を定め、利用者

の皆様の個人情報を厳重に管理してまいります。 

 

２．本ステーションが保有する個人情報の利用目的 

  本ステーションは、訪問看護の申込、訪問看護の提供を通じて収集した個人情報は、利用

者・ご家族の方への心身の状況説明、看護記録・台帳の作成といった訪問看護の提供のため

に必要に応じて利用いたします。 

 

 また、利用者の皆様の個人情報は、訪問看護の提供以外にも以下のような場合に、必要に応

じて、第三者に提供される場合があります。 

    ・病院、診療所、薬局及びその他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者等との

カンファレンス等による連携、照会への回答 

    ・特別養護老人ホーム等の介護保険施設入所時の照会への回答 

    ・審査、支払い機関へのレセプトの提出 

    ・保険者への相談、届け出及び照会への回答 

    ・学会、研究会等での事例研究発表 

    ・学生等の実習、研修への協力のため 

 

３．本ステーションが保有する個人情報の保存 

 収集した個人情報は、法律に定められた期間、保存することを義務付けられています。 

 保存の実施方法・期間・廃棄処分方法については、適用される法律ごとに異なります。 

 

４．お問い合わせ先 

  開示請求、苦情・訂正・利用停止等は、下記にお申し出ください。 

   個人情報管理責任者  川俣 友紀 

   訪問看護ステーション くずの葉  「苦情・相談窓口」 

   電 話：0283‐85‐8107 

   ＦＡＸ：0283‐84‐3100 
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情報開示同意書 

 

訪問看護ステ－ションくずの葉を利用するにあたり､必要があるときは利用者又は扶養者もし

くは家族等に関する情報を､介護保険サ－ビス利用のため､又は適切な 在宅療養のために市町

村､居宅介護支援業者その他の介護保険業者､医療機関に開示することに同意します。 

 

 

 

社会福祉法人 恵明会 

訪問看護ステ－ションくずの葉 

          管理者殿 

 

 

 

                    令和   年   月   日 

 

           利用者   

                    住所 

 

                    氏名           印 

                   

           利用者の家族 

           （代理人）    住所 

 

           （続柄     ）氏名           印 
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訪問看護ステーション くずの葉 

緊急時訪問看護（24時間対応体制）連絡対応について 

令和６年６月より、次のいずれにも該当し、緊急時訪問看護（24 時間対応体制）に

係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合、連絡相談を対応する者につい

て、当該訪問看護ステーションの保健師又は看護師以外の職員でも差し支えないとさ

れました。当ステーションも体制を構築し、看護師等以外の職員が連絡相談を対応す

る場合があります。 

（1）看護師等以外の職員が利用者又はその家族等からの電話等による連絡及び相談に 

  対応する際のマニュアルが整備されている。 

 

 

（2）緊急の訪問看護の必要性の判断を看護師が速やかに行える連絡体制及び緊急の訪 

  問看護が可能な体制が整備されている。 

 

 

（3）当該訪問看護ステーションの管理者は、連絡相談を担当する看護師等以外の職員 

  の勤務体制及び勤務状況を明らかにする。 

 

 

（4）看護師等以外の職員は、電話等により連絡及び相談を受けた際に、看護師へ報告 

  すること。報告を受けた看護師は、当該報告内容等を訪問看護記録書に記録するこ 

  と。   

 

 

  ※ 重要事項説明書への署名をもって上記内容への同意とさせていただきます。 


